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国民年金の届出・手続きは忘れずに

き、会社を退職したとき、配偶者の扶養から外れたと

きです。

　また、保険料を納めることが経済的に困難なときに

は、申請によって保険料の納付が免除・猶予される場

合があります。詳しくは下記までお問合せ下さい。

問二戸年金事務所　☎ 23-4111

　税務町民課　☎ 33-2111　内線 113

　国民年金は、日本国内に住所がある 20 歳以上 60 歳

未満の方が加入する制度です。

　届出を忘れると、将来もらえる年金が少なくなった

り、もらえなくなる場合があります。また、万一の事

故や病気のときの障害基礎年金や遺族基礎年金も受給

できなくなるおそれがあります。

　役場で取得の手続きが必要なのは、20 歳になったと

浄化槽でお宅を水洗化しませんか？

　・水洗化改造資金融資あっせん及び利子補給制度

　　（新築の場合は対象外）

　・一戸町住宅リフォーム支援事業（新築の場合は対象外）

　※上記補助事業の活用もご検討ください（併用可）。

■その他

　・希望される方には、資料送付や個別相談など対応

　　します。

　・浄化槽設置工事は、申請から完了まで通常２～３カ月

　　ほど期間を必要とします。新築および増改築を併せて

　　ご検討されている場合は、施工期間にご注意ください。

　　　なお、町設置型浄化槽を希望される方は、９月

　　末を締め切りの目途としていますので、お早めに

　　ご連絡ください。

問水環境課　☎ 33-2111　内線 227,228

　町で実施している浄化槽事業は、町設置型浄化槽です。

■対象者

　公共下水道や農業集落排水区域以外にお住まいの方

■設置工事（町が設置）

　設置後に分担金を納付していただきます。

　（例：７人槽の場合：11 万円）

　※浄化槽本体までと本体から放流先までの、宅内外

　　の排水管やトイレなどの工事は個人で施工してい

　　ただきます。

■維持管理

　　町が維持管理を行います。月々の使用料（定額）　

　を水道料金に上乗せして、お支払いしていただきます。

　（例：7 人槽の場合：月額 5,400 円）

■補助事業

宅内排水設備の点検をお願いします

　個人管理の宅内排水設備のマス蓋や排水管が破損す

ると雨水や土砂が入り、詰まりや悪臭の発生、さらに

は汚水処理場の故障につながります。

　定期的に点検し破損しているときは、町指定の排水

設備業者（町ホームページに掲載）へ早急に修理依頼

してください。費用は個人負担となります。

　また、汚水マスや公共マスは、詰まりの際に点検口

となります。庭石を置いたり、埋めたりせず、地上か

ら見えるようにしてください。

　公共マスや下水道管の破損や詰まり、除雪などで公

共マスを破損させた場合は町が修理しますので、早急

に下記までご連絡ください。

問水環境課　☎ 33-2111　内線 227,228

　公共下水道や奥中山地区農業集落排水の排水管は、

公共マスを境に、宅内排水設備と道路側下水道管、マ

ンホールに管理が分かれています。

▼イメージ図

御所野縄文博物館のイベント

■春の縄文まつり～めざせ世界遺産～

　　普段はできない手づくり体験のほか、町内郷土芸

　能保存団体による郷土芸能も披露します。うららか

　な春の御所野に遊びに来ませんか。

問御所野縄文博物館　☎ 32-2652

■体験「ハンカチの自然染め」

　　４月はアカネ、５月はキハダを使ってハンカチを

　絞り染めできる体験を行います。

　▷日時　４月、５月の土曜・日曜

　▷参加費　500 円　※申込不要です

５月３日㈬

憲法記念日

10：00 ～ 15：00 チャレンジ !! 手づくり体験

10：00 ～ 15：00
ステージ発表

（一戸小学校金管バンド、一戸高校華一など）

４日㈭

みどりの日

10：00 ～ 15：00

町内の郷土芸能団体による郷土芸能披露

【高屋敷神楽保存会、中山神楽保存会、田中新山社神楽

保存会、女鹿神楽保存会、小友神楽保存会、小鳥谷七

ツ踊り保存会、根反鹿踊り保存会】

① 10：00 ～ 12：00

② 13：00 ～ 15：00
植物観察会

10：00 ～ 15：00 ミニほうきづくり

５日㈮

こどもの日

10：00 ～ 15：00 小中学生入館無料、縄文クイズラリー

10：00 ～ 15：00 弓矢・火おこし体験

① 10：00 ～ 12：00

② 13：00 ～ 15：00
土器洗い体験

６日㈯
① 10：00 ～ 11：30

② 14：00 ～ 15：30
縄文クイズラリー、学芸員と回るミュージアムツアー

７日㈰
① 10：00 ～ 12：00

② 13：00 ～ 15：00
縄文クイズラリー、土器洗い体験

日　時 内　容

■春の縄文まつり　タイムスケジュール

平成 29年度の臨時福祉給付金について～受給には申請が必要です～

　　①申請書、②印鑑、③本人確認書類の写し（平成

　28 年度の臨時福祉給付金を受給した人は必要ありま

　せん）、④振込先口座の通帳の写し（平成 28 年度か

　ら変更がある場合）、⑤代理人の方の確認書類の写し

　（代理人が申請、受給される場合）

■支給時期　６月から毎月下旬

～臨時福祉給付金を装った詐欺にご注意ください！～

■臨時福祉給付金に関して

　・市町村や厚生労働省などがＡＴＭ（ 銀行・コンビ

　　ニなどの現金自動支払機）の操作をお願いするこ

　　とは、絶対にありません。

　・ＡＴＭ を自分で操作して、他人からお金を振り込

　　んでもらうことは絶対にできません。

　・市町村や厚生労働省などが「臨時福祉給付金」を

　　支給するために、手数料の振込みを求めることは

　　絶対にありません。

　・ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省などをか

　　たった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、　

　　迷わず、下記か最寄りの警察署（または警察相談

　　専用電話［♯　9110］）にご連絡ください。

問健康福祉課　☎ 32-3700

　「臨時福祉給付金」は、平成 26 年４月の消費税引上

げによる影響を緩和するため、制度的な対応を行うま

での間、臨時的な措置として実施するものです。給付

対象見込みの人には、５月 18 日㈭に申請書類を郵送

します。

■申請期間　５月 22 日㈪～ 10 月 23 日㈪

■対象者　※次の要件をすべて満たす人。

　①平成 28 年１月１日（基準日）において一戸町の

　　住民基本台帳に記録されている人

　②平成 28 年度の住民税（均等割）が課税されてい

　　ない人

　③平成 28 年度の臨時福祉給付金（３千円）の支給

　　対象である人

　※平成 28 年度の住民税（均等割）が課税されてい

　　る方に扶養されている場合や生活保護を受けてい

　　る場合などは支給対象外となります。

■支給金額　対象者１人につき１万５千円

■申請方法

　　郵送か、総合保健福祉センター、役場１階税務町

　民課および各支所にご提出ください。

■必要書類
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【視聴覚室】

■カラオケ倶楽部

　▷日時　５月 10 日㈬　13：00 ～　▷費用　300 円

■絵画教室

　▷日時　５月 14 日㈰　9：00 ～

■童謡・唱歌を楽しむ会

　▷日時　５月 17 日㈬　13：30 ～

【ロビー】

■大矢セツ子・熊谷和子 2人展（仮）

　大矢セツ子・熊谷和子によるパッチワークと絵画を

展示します。

　▷日時　５月 10 日㈬～５月 21 日㈰まで

　　　　　 9：00 ～ 19：00（土日、祝日は 18：00 まで）

問コミュニティセンター　☎ 31-1400

コミュニティーセンターのイベント

　町民文化センターでは、硬式テニス教室を開催します。

お申込み・お問い合わせは、下記までご連絡ください。

■日時

　５月 17 日㈬～６月 21 日㈬

　毎週水曜日　19：00 ～ 21：00 まで　全 6 回

■場所　総合運動公園テニスコート

■対象者

　　テニス初心者～中級者。年齢は問いません（ラケッ

　トが無い方は事前にご相談ください）

■受講料　1,200 円（会場にて徴収します）

■申込方法

　　参加希望の方は、町民文化センターまで直接また

　はお電話にてお申込みください。期間中は随時募集

　します。

問生涯学習課　☎ 33-2111　内線 512

硬式テニス教室の参加者募集

　平成 29 年工業統計調査は、国における工業の実態

を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査で、

統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。

■対象（６月１日時点）

　従業者４人以上の全ての製造事業所

■その他　

　・調査結果は中小企業施策や地域振興など、国およ

　　び地域行政施策のための基礎資料として利活用さ

　　れます。

　・調査票は、統計作成の目的以外に使用することは

　　絶対にありません。

　調査票へのご回答をよろしくお願いします。

問まちづくり課　☎ 33-2111　内線 213

平成 29年工業統計調査を実施

　「春の産業まつり」でフリーマーケットに出店する方

を募集します。団体での出店も可能です。

■日時　６月 10 日㈯、11 日㈰　10：00 ～ 15：30

■場所　コミュニティセンター

■申込期限　５月 31 日㈬　※先着順　■参加費　無料

　申し込み、不明な点は下記までお問い合わせください。

問商工観光課　☎ 33-2111　内線 264

「いちのへ春の産業まつり」
フリーマーケットの出店者募集

医療費と被保険者数の推移
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　過去５年間の 1 人当たりの医療費は、増加傾向にあ

ります。なお、平成 28 年度における一戸町の医療費

総額の見込みは約 10 億７千万円です。

【適正受診の注意点】

　　①かかりつけ医を持つ、②重複受診をしない、③

　時間外受診はできるだけ避ける、④薬の適切な用量・

　用法での使用、⑤ジェネリック医薬品を利用する

　町では、平成 25 年度から特定健診、各種検診を無

料で受けられます。病気の予防・発見のため必ず受け

ましょう。

　一人ひとりの負担額を減らすために、生活習慣を見

直し、改善可能なことには積極的に取り組みましょう。

問税務町民課　☎ 33-2111　内線 115

1 人当たりの医療費が増加傾向　体調管理に十分注意してください

　町では特定不妊治療を行っているご夫婦に、経済的

な負担を軽減するため、１回の治療につき 10 万円を

上限として費用を助成しています。

　助成回数については、43 歳になるまでの間で通算 6

回ですが、初回の助成を受けた年度や年齢により異な

ります。助成方法や申請方法など詳しくは下記にお問

い合わせください。

■対象者

　・法律上婚姻している夫婦であり、夫婦のいずれか

　　が一戸町の住所を有している方

　・「岩手県不妊に悩む方への特定治療支援事業費助成

　　金」の交付決定を受けている方

問税務町民課　☎ 33-2111　内線 115

～不妊に悩む方へ～
特定治療費助成事業のご紹介

５月の連休中のごみ収集の日程

　ゴールデンウィーク期間中は、ごみ

収集を右表のとおり実施します。

　決められた収集日以外のごみ出し

は避け、各家庭でごみの保管をお願

いします。

　二戸地区クリーンセンターが稼動

している日は、家庭ごみ ( 可燃ごみ・

不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみ ) の

持ち込みができます。

■料金　粗大ごみ以外 10㎏で 30 円

　　　　粗大ごみは 10㎏で 100 円

問水環境課   ☎ 33-2111   内線 226

月　日 ごみ収集計画 クリーンセンター

４月 29 日㈯　昭和の日 休み 休み

30 日㈰ 休み 休み

５月  １日㈪ 通常収集 通常稼働

　　  ２日㈫ 通常収集 通常稼働

　　  ３日㈬　憲法記念日 休み 8：45 ～ 14：00

　　  ４日㈭　みどりの日
【一戸地区限定】生ごみ回収

※可燃ごみ・資源ごみは回収しません
休み

　　  ５日㈮　こどもの日
【全域】可燃ごみ早朝回収

※可燃ごみの収集が㈫・㈮の地域のみ
8：45 ～ 12：00

　　  ６日㈯ 通常収集 休み

　　  ７日㈰ 休み

　森林を伐採、開発する際は事前に届出や許可申請の

各種手続が必要です。森林の伐採、開発の計画があり

ましたら、下記までお問い合わせください。

問▽保安林以外の森林での立木の伐採

　　農林課　☎ 33-2111　内線 255

　▽保安林での立木の伐採や土地の形質の変更

　▽保安林以外の森林での１㌶ を超える開発行為

　　二戸農林振興センター林務室　☎ 23-9204

森林の伐採、開発には事前の手続きを

一戸町消防演習を開催

　平成 29 年度一戸町消防演習を下記のとおり開催し

ます。当日は、午前 6時 15 分ころ、町内一斉にサイ

レンを鳴らします。火災とお間違えのないようご注意

ください。

■開催日 　５月 14 日㈰

■主な日程

■その他

①進行状況により、日程の予定時間が前後することが

　あります。

② 5 月 13 日㈯の午前 8：00 から一戸町消防操法競技

　会を役場前駐車場で行いますので、ご観覧ください。

③役場前駐車場と役場南側駐車場を５月 12 日㈮～ 14 日

　㈰まで駐車禁止としますので、ご協力をお願いします。

問総務課　☎ 33-2111　内線 208

予定時間 内　容 場　所

7：05 部隊入場行進 役場前駐車場　　

8：20 ラッパ訓練       〃

8：35 操法訓練       〃

9：05 少年消防クラブ演技       〃

9：20 町内巡行演習 上町 ～ 一戸駅前

10：00 分列行進 一戸駅前　　　

10：40 幼年消防クラブ演技 一戸小学校グランド

10：55 部隊訓練      〃

11：45 放水訓練 西法寺橋付近　 

12：00 閉会式 一戸小学校グランド

　町では、地域の人材や資源の活用により、地域に密

着した新たな事業の創出を支援することを目的として、

『地域資源イノベーション促進事業』を実施しています。

■事業例

　・地元の産品を利用した農家レストランの起業

　・地元の産直施設が新商品の開発による事業拡大を

　　目指した設備投資　など

■募集期限　５月 26 日㈮

■補助金額　上限 100 万円（補助率４/ ５以内）

　　町内での起業・事業拡大をお考えの方の応募をお待ち

　しています。詳しくは下記まで、お問い合わせください。

問商工観光課　☎ 33-2111　内線 263

～起業・事業拡大をお考えの皆さまへ～
地域資源イノベーション促進事業募集

～地域資源の活用を応援します～


